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総論 

研究の狙いとまとめ 
 

玄田 有史・研究会事務局 

 

１．研究の目的 

 「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」に関する研究では、2022 年 5 月の最初

の検討会を始めとして、総計 5 回の検討会と 11 回の研究会を積み重ねてきた。研究会には

6 名の研究者に加えて連合からも 2 名が参加し、検討会では研究会のメンバーと産業別労働

組合の関係者との間で毎回熱心な議論が繰り返されてきた。 

 これらの研究を開始するに先立ち、連合と連合総研は、調査研究の目的を次のとおりとし

ている。 

 

 「働く」を取り巻く環境が激変するなかで、人々は、安心して、将来に展望がもてる働き

方・生き方を求めている。多様な個人が多様な選択をできる社会は、働く人々がキャリア孤

立に陥るリスクと隣り合わせのため、労働組合の連帯的役割は一層重要になっていく。 

 しかしながら現在、労働組合の活動に対する社会の共感や期待は必ずしも高いとは言え

ない。これまでの取り組みを大切にしつつも、組合のニーズに合わなかったり、取り組みが

見えなかったりするために、「組合役員のなり手がいない」「組合員獲得にパワーがさかれ、

他の活動に力を入れられない」といった、労働組合そのものの持続可能性や発展を脅かす事

態も起きている。 

また、連合ビジョンや運動方針でもうたわれているように、近年、労働組合の役割は組合

員の労働条件や就労環境の改善に留まらず、社会課題の解決や社会提言にも範囲が広がり

つつある。組合の内側にいる組合員向けの活動と、社会という組合の外側を向いた活動には、

根本的な違いがあるため、労働組合が社会性を獲得し、広く理解や共感を得るためには、新

たな手法が必要である。 

 そこで、「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」に関する調査研究は、単組の活

動実態の調査や社会運動との接続、社会（未組織者）の理解・共感の獲得といった、複合的

な視点から取り組む。併行して、海外のナショナルセンターや労働組合の活動についても調

査し、5 年後 10 年後に向けた労働組合のありようをまとめる。 

 

これらは、未来のみならず、現在における労働組合の役割に関する自己認識と、同時に持

続に関する危機意識が、端的に表現されたものとなっている。 
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さらにこのような問題意識を踏まえて、研究会ならびに検討会で議論すべきポイントと

して、以下の追究を目指してきた。 

 

〇 労働組合（単位組合）の眼前の課題克服につながり、かつ、今後の中長期的なあり方

の指針となるグランドデザインを、理解・共感・参加という観点から描き出す。 

〇 単組の持続可能性を高めるための調査研究・提言が一義的な目的だが、そのためには、

産業別労働組合やナショナルセンターの役割についても検討し、提言する。 

〇 労働組合が直面している構造的な課題に対し発展的な解決策を見出すために、労働

組合の実務家の実践的知見と、研究者の学術的知見を統合していく。 

〇 労働組合による労働組合のための閉じた調査研究ではなく、社会的に関心・共感いた

だけるコミュニケーションをはかっていく。 

 

以下の全部で 16 章（本序章を除く）からなる本報告書は、2 年近くにわたる調査研究の

成果である。本研究では、研究会・検討会の参加者に共通する意識として、現状において労

働組合に対する理解・共感・参加は、残念ながら、いずれも低い状態にあることを率直に認

めることからスタートしている。 

そのうえで、現状を変えようと努力している人々の立場に立ち、なにが根源的な課題であ

るかを見出すことにつとめた。さらには、いまだ開花とまではいかないものの、あるべき未

来の方向性を示す事例の発見こそが、重要であるとも考えてきた。 

労働組合が抱える諸問題は、リーダーのなり手問題など、単組単体、組合役員などの自助

努力などだけでは到底解決しえない根深い社会的問題が根底にあることを認識しつつ、解

決に向けての共通認識が、本報告書を一つのきっかけにして深まり、かつ議論が広がること

を期待している。 

 

２．労働組合に対する理解・共感・参加の現状 

 まずは労働組合の置かれている現状について確認しておく。 

（表１） 

 労働組合の組合員数は、連合結成時の 1989 年には 1,123 万人を記録していた。組合員数

は 1990 年代には 1270 万人まで拡大したものの、2000 年代には減少傾向が続いた。その

後、2000 年代から 2010 年代はほぼ横ばいで推移しており、現在は辛うじて 1000 万人を維

持する状況にある。 

 一方、労働組合推定組織率でみると、減少傾向はより長期的かつ持続的なものとなってい

る。1989 年には 25.9％で会った組織率は、その後継続的に低下し、2021 年時点では 16.9％

まで落ち込んでいる。 

 反面、パートタイム労働者の組織化は、着実に進展している。1990 年代にはパートタイ
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ム労働者は、ほとんど労働組合による組織化がなされていなかったが、組合関係者の継続的

かつ地道な取り組みなどもあって、2021 年には 136.3 万人にまで増加し、組織率も 8.4％ま

で上昇したことは、これまでの労働組合活動の成果であるといえる。 

 

 

（表２） 

また国際比較の観点によれば、労働組合組織率の水準は、日本が著しく低いとは言えない

のも、また事実である。組織率は、デンマークなどの突出して高い国がある一方、アメリカ

やフランスの組織率は 10％前後にとどまり、むしろ日本よりも低い水準にある。 

反面、フランスでは組織率こそ低いものの、労働協約の適用率は 98.5％に達し、交流のあ

る人間関係として労働組合を挙げる割合も 11.1％と、日本の 2.7％を大きく上回るなど、そ

の社会的な役割や存在感は大きなものとなっている。 

 ここからは日本の労働組合の課題は、単に組織率の低下や水準にあるだけではなく、真

に労働者にとって存在感をもたらしていないことにこそ、向けなければならない。いいか

えれば、フランスの例などからは、組織率が低下しても社会的な役割を達成することは決

して不可能ではないともいえる。 
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（表３） 

 「存在感のなさ」という特徴は、別の調査からも確認される。日本では、人や組織に対す

る信頼として、病院や自衛隊、警察などは一定の評価を得ている一方、労働組合への信頼は

きわめて低い状況にある。さらに深刻なのは、信頼以前の段階として「わからない」という

回答が 33.8％と、他に比べても突出して多くなっている点である。 

労働組合は、批判や不満などの対象となる以前に、そもそもその存在や活動自体が、多く

の人々にとって、何をしているのかが「わからない」存在となっているのである。ここにこ

そ「理解・共感・参加」が必要とされる最も根本的な理由がある。 
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（表４） 

 さらに労働組合に加入したくない理由をたずねた調査では「自分にとってメリットがな

い」という回答が 51.2％と、過半数で最多となっていた。労働組合は、組織構成員の労働条

件の改善などを重視していることが一般的であるのに対し、組織に入ったとしても自分の

メリットになるとは思わないという印象を与えている。 

 背景として、組合費などの直接的な負担の問題も無視できないが、なにより労働組合に加

入することが、自分にとってプラスになるという実感をもたらさない限り、組合の未来は厳

しいものといわざるを得ないだろう。 

 

 

（表５） 

 実際、労働組合の実際のリーダーにたずねた調査をみると、「組合員の雇用・労働条件確

保の取り組みに専念すべきだ」に賛成する意見が、最も多くなっている。さらには「組合の

運営にあたっては、組合員の意思を吸い上げて反映するよう努力すべきだ」という意見も多

数に上っており、組合員の民主的な運営に力が注がれている。 

 反面、女性枠を設けることや政党を通じた政策実現を重視して労働組合の活動に取り組

んでいる割合は、必ずしも多いとはいえない。総じて、職場内で既に組合員化している男性

社員などの利益を重視した組合活動に、終始している現状が垣間見られる。 
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（表６） 

 さらに深刻なのが、組合役員自身の過剰負担の問題である。同じく組合リーダーに対する

調査では「執行部へのなり手がいない」という割合は 66.9％にのぼった。さらには「組合の

職場会議への参加状況が悪い」「魅力のあるキャリアではなくなっている」という回答も 6

割近くに達している。 

 執行部へのなり手がいない理由として、なにより多くが組合役員になると「自分の時間や

家庭生活が犠牲になる」（45.7％）と感じていることが大きい。働き方改革を通じて、長時

間労働の是正が社会的課題になっているが、労働組合の活動時間の削減や適性化も同時に

取り組むべき重要課題となっている。すなわち組合役員の働き方改革が、求められている。 
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３．理解・共感・参加が得られない背景と理由 

（表７） 

 以上の労働組合を取り巻く現状を踏まえた上で、労働組合に理解・共感・参加が得られて

いない背景と理由について、検討会ならびに研究会では議論を重ねてきた。 

 表には、労働組合の将来について期待が広がっていないと思われる背景につながってい

るキーワードや表現の一部を、既存組合（単組）組織労働者と未組織労働者ごとに示した。 

 労働組合の活動についてある程度理解していると思われてきた組織労働者でも、コミュ

ニケーションの不足などから理解や共感が広がっていない。そこでは賃金増加や労働条件

向上のような実際の利益だけではなく、自由な時間を奪われたくなかったり、そもそも活動

自体が楽しいとはいえないといった、現代的課題が浮き彫りになっている。 

 組合に参加していない未組織労働者に至っては、組合はいっそう理解しがたい存在であ

り、そのために期待など一切感じられない状況となっていることが予想される。 
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（表８） 

 このような認識のもと、現状の企業内労働組合の特徴を整理したのが、この表である。そ

もそも労働者が団結し、自分たちの力で労働条件を改善し、生活水準を高めていく集団であ

るという組合の理念自体は今も色褪せるものではなく、格差の拡大や労働者の孤独化・孤立

化がすすむなか、むしろますます重要なものとなっていることに、異論は少ないと思われる。 

 さらに、それらの理念を実現する手段として、これまで労働組合は合議・選挙にもとづく

民主的運営を基本とし、個人的な問題よりは集団に共通する課題に対して優先的に取り組

む傾向があった。同時に、労働者のうち、責任や権限に伴い職場に関する情報が集中する管

理職が組合員に含まれないため、情報面で企業に対し不利な状況にあるという課題に絶え

ず直面してきた。企業別労働組合という存在も、そのような情報の非対称性を克服し、労使

で協調して会社が直面する課題を克服する手段として機能してきたという評価もできる。 

 だが、そのような手段自体について現在、変革が求められている。長期雇用や年功賃金と

いった従来型の雇用システムに見直しの声が高まっているのと並行し、企業別組合につい

ても組織労働者の利益のみを重視した「内向き」な集団であるという批判が高まっている。

また働き方の多様化などが進む一方、個人のニーズに対応し切れていないという批判も無

視できない状況にある。また長期的な視点に基づく労使協調による組織運営を重視してき

たことが、大胆な自己変革が進まず、臨機応変な対応が苦手となっているという弊害をもた

らしているという批判にもつながっている。非正規雇用の組合員化も着実に進んでいる一

方で、それでも十分に組合への理解と共感を促すだけの広汎な情報提供にはつながってい

ないことへも、率直な反省が必要となっている。 
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（表９） 

 その結果、労働組合への支持や参加が増えない理由として、組合活動が負のスパイラル状

況に陥っていることが挙げられる。そのスパライラル状況を整理したのが、表９である。 

 「組合加入」については、産業構造の変化などからそもそも職場に労働組合がないために

入りたくても入れないことも多い。またユニオン・ショップなどの組合加入が形式的なもの

となっているために、組合に加入しているという実感も持ちにくくなっている。非正規雇用

にとってすれば、組合費という負担が大きいこともある。その結果、組合がどんなにその効

果についての情報を「発信」しても届かない。また発信の内容や表現が旧態依然のものであ

ったり、多くの正社員男性を事実上対象とした「内向き」なものでありがちでもあった。 

そのために労働組合への「理解」が広がらず、どんなに改善の努力を積み重ねても、実態

が正確に把握されず、負担感のイメージばかりが浸透する状況につながっている。そうなる

と、労働組合に対して「共感」が生まれる余地はきわめて乏しく、積極的に「関与（参加）」

するといった選択も難しくなっているのである。 

 このような負のスパイラスを断ち切るのは、並大抵なことではない。だが、負の循環をど

こかで断ち切ることができれば、そこから循環を正のスパイラルに転換することも可能性

は少なからずある。 

特に研究会および検討会では、まずは「発信」のあり方の見直しこそが、現在の労働組合

の取り組むべき重要なアクションとして提案された。その発信は、潜在的な組合参加者の多

様なニーズを十分に意識した上でなされるべきである。さらに発信は、メタレベル（連合・

政策決定等）、メゾレベル（産別組合・地方連合等）、ミクロレベル（単組・分会等）の復元
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的・同時的に進めていくのが、効果的となる。その際は、情報技術（ＩＴ）なども活用し、

発信者の持続的な負担軽減にも積極的に取り組んでいく必要がある（詳細は各章参照）。 

 

 

４．解決すべき具体的な課題 

（表 10） 

 発信の内容と手段の見直し以外にも、労働組合にとって取り組むべき課題は山積してい

る。その一つが、職場のトラブルにおける労働組合の関与の強化である。 

 最近の調査においても、従業員の悩み、不満、苦情、トラブルなどについて、労働組合が

相談にのってくれたり、解決に向けた支援をしてくれると思っていないという回答は、過半

数を上回っていた。 

 一方で、政府が労働問題のワンストップサービスとして設置している全国の総合労働相

談コーナーには、多数の相談が寄せられ、その第一位は 9 年連続して職場での「いじめ・嫌

がらせ」となっている。さらに正社員の離職理由としては、賃金や仕事内容を上回り、職場

の人間関係が最多となっている。 

 だが、ハラスメントなどの職場の対人トラブルに対して、被害を受けた労働者が労働組合

に解決に向けた相談を持ちかけているケースは、全体として少数にとどまっている。一方で

消費者からの理不尽な苦情（カスタマー・ハラスメント）に対して、労働組合が企業に対し

て適切な対処を企業に求めた結果として、一定の措置が実施される成果もみられている。 

 職場での対人トラブルは、人材確保や生産性向上を重要視する企業にとっても緊急的に

解決すべき課題であるものの、その実態について正確な把握が困難な場合も少なくない。そ
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の際、労働組合が企業に代わって適切な情報を収取し、企業に働きかけることで、状況を改

善することができれば、労働組合への理解や共感が広がる一助となるだろう。 

 労働組合の活動が、真に企業の利益に直結するとすれば、労使間での合意のもと、組合役

員が就業時間中に組合活動を一定の範囲内で行うことにも合理性はある。それは組合役員 

の組合負担の軽減にも直結するものである。 

 だとすれば、就業時間中の労働組合の活動時間の制限緩和について、連合などもより積

極的に経営者側に対して働きかけることも十分に検討に値するように思われる。 

 

 

 

 

（表 11） 

 職業生活における本人にとって納得のゆくキャリア形成は、働く人々にとって重要性の

高い関心事項となっている。 

 しかしながら、労働組合にかかわることが、自身のキャリア形成につながっているという

認識はきわめて低い。労働組合の存在価値として「キャリアの新たな挑戦を後押ししてくれ

る」という意識が、アメリカ、フランス、デンマーク、中国などで一定程度広がっている。

それに対して、日本では組合活動がキャリア形成に貢献するという意識は、きわめて低いま

まとなっている。 

 かつて男性正社員を中心に、組合役員を経験することが管理職、人事労務のエクスパート、

さらには人事担当の役職への昇進につながるといったキャリア・ルートも存在していた。現

在はそのようなルートはきわめて限定的なものとなっているが、社内での昇進以外にも、労

働組合を経験することで、いわば「広い世界」を知ることになり（組合活動を通じた越境学
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習）、より自身にかなったキャリア形成のきっかけとなるといったルートがもっと広がるべ

きであろう。 

 特に一つの会社で働き続けることを前提としていない若年雇用者も増えるなか、他では

得られない知見の獲得ができるとすれば、労働組合の魅力につながることも期待される。非

正規雇用者や女性労働者など、これまで労働組合がキャリア形成につながるという期待を

持てなかった人々に対しても、組合役員のキャリア形成支援をすすめることで、地道ではあ

るが、同じく組合への理解や関心を高める可能性はけっして低くない。 

 

 

 

（表 12） 

 労働組合単組が持続的に存続可能となるためには、それらの多くが抱えている構造的な

課題を直視し、できることから一つずつ着手し、具体的な成果を地道に挙げていく努力が欠

かせない。 

 表 12 には、単組が持続可能となるための条件の一部を列挙した。いずれも一朝一夕で解

決できる問題ではないが、かといって対応が到底不可能なものばかりではない。その際、重

要となるのが、産別組合組織などからの情報面・ノウハウ面・人材面などからの積極的なサ

ポートである。 

 なかでも産別と単組が、さまざまな面でコミュニケーションをより深めていくことが、今

後の労働組合に不可欠な人材養成につながることへの期待にもつながるだろう。 



13 

 

 

 

（表 13） 

 最後に、単組組織のみならず、組合執行部や組合リーダー自体も、負のスパイラルに直面

し、日々奮闘している事実に対しても目を向ける必要がある。 

 その状況を整理したのが、表 13 である。スパイラルである以上、どこかで負の循環を断

ち切ることが、まずは当面の課題となる。だとすれば、重要なのは、表のうち「運営に必要

なノウハウ・スキル」の習得、そして「ニーズが合い成果がでる課題」の設定ではないだろ

うか。そのためには、ここでも産別組合などからの包括的な支援が欠かせないものとなる。 

組合活動のうち、成功事例の取り組みなどに関する情報をデジタル技術なども活用して、ノ

ウハウとして提供することは、単組執行部の負担軽減にもつながる。組合員のニーズも多様

化しているが、その多様性への対応について、別の単組や産別がどのような工夫を行ってい

るかを知ることで、自組織組合の潜在的なニーズにも能動的に答えることが可能となる。 

 組合員数や財政基盤の確保などは、より労力を有する構造的な課題ではあるが、まずは単

組の執行部がいきいきと自然体で組合活動を行っている状況を作り出すことが、職場での

労働組合の理解・共感・参加をもたらす最も効果的な方法となるだろう。 
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５．各章の概要 

 

第Ⅰ部 最先端の研究者が迫る労働組合の問題点と可能性 

4 名の学識経験者による労働組合の現状と課題に関する分析が示される。 

 

1 章「組織拡大の現状と課題」（首藤若菜） 

本章では、労働組合の組織拡大の可能性と課題について論じられている。推定組織率は低

下を続けており、2022 年は 16.5％と過去最低を記録した。本章では、先行研究に基づいて

組織率の変動を４つに類型化し、連合の主要産別労組の組合員数の変動値をもとに分析が

行われる。 

そのうえで、組織化の取り組みとして、①既存組合が組合員範囲を変更することで組合員

を増加させている事例と、②地域連合会に所属するオルガナイザーの活動事例を紹介する

事例をもとに、組織拡大の課題を提示する。なお、組織率の低下は、日本のみならず先進諸

外国に共通した傾向であるため、国際的な組織率の推移を示し、アメリカとイギリスのナシ

ョナルセンターの組織化の取り組みにも言及している。 
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２章「労働組合と民主主義の未来 ―地域とファンダムの可能性―」（宇野重規） 

本章は労働組合の役割を、地域との関わりにおいて再検討する。その際、民主主義という

視点が特に強調され、企業の内外における民主主義と同時に、地域社会における民主主義の

活性化を目指し、両者をいかに連動させていくかが、主たる問いとなっている。 

労働組合を考える上では、中間団体という枠組みが重要になる。中間団体とは、個人と国

家の間にあって、個人と個人を結びつけ、個人と国家を媒介／対抗させる役割を持つ。結果

として、中間団体の文化が各国の民主化の過程に大きな影響を与えることになる。あらゆる

中間集団が弱体化する日本において、労働組合は数少ない健闘している中間団体である。し

かしながら、現在労働者の「共同体」的な性格は希薄化し、「組合に入って何の役にたつの

か」が改めて問われている。 

現在においても、労働組合は労働者の重要な「コミュニティ」であり、労働者の「利益」

を守る大切な組織であることに変わりはない。ただし、労働組合はそれに加え、「楽しさ」、

「共感」、「自発的なネットワーク」としての側面を強化していく必要があり、この点につい

て近年注目される「ファンダム」の論理も交えて検討する。 

本章では労働組合のうち、特に地域で活躍する関係者に対して行ったインタビュー調査

をもとに、地域における活動のなかに労働組合の未来があることも強調されている。 

 

3 章「批判されるより怖いこと ―「勤労者短観調査」の 20 年の比較―」（梅崎修） 

 本章では、「勤労者短観調査」の 2 時点比較を行われている。組合の推定組織率は 2003 年

の 19.6％から 2022 年の 16.5％に低下したが、組織率低下の背後には、労働組合運動に対す

る認識の変容がある。労働組合への期待とは、要約すれば、労働者の要望を経営側へ反映で

きる「ヴォイス（発言）の力」への期待と言い換えられる。2003 年には、まだこの力に対

する期待があり、期待があるがゆえに批判もあった。しかしながら、2022 年の調査から示

唆される事実は、ヴォイスの力に対する無力感、もしくは無関心である。 

この数字からわかる変化は「事実」そのものであるが、労働組合の効果が無力であるから

とは限らない。多くの先行研究からは、労働条件の改善に対する労働組合の積極的な効果は

実証されている。本章では、この事実を一つの確認すべきメッセージとしつつ、この「伝わ

らなさ」を乗り越える方法について議論される。 

さらに本章は、無関心や無力感は「無知」が理由なのではなく、そのため啓蒙も有効では

なく、むしろ無関心や無力感を「期待と批判」に変える労働組合側からの発信力を考えるべ

きであるという提案がなされる。最後に、カスタマー・ハラスメント（カスハラ：悪質クレ

ーム）対策の実践例に、非組合員の関心も集め、共感による連帯を生み出す「開かれたコミ

ュニケーション」の可能性が示される。 

 

4 章「労働組合は変わったほうがいい？だとすれば、どこをどうやって？ ―構成員の多様

化、対抗性・政治性、歴史と改革のバランス―」（富永京子） 
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現代日本における労働組合の「理解・共感・参加」を考えるため、日本社会の社会運動・

労働運動全般に対する無理解を踏まえ、労働組合運動の従事者が自らの「改革」をどのよう

に捉えてきたかが、本章では考察される。その結果、労働組合内外への「発信」についてど

のような方策を取るかが、とりわけ重要であるとしている。 

本章では、1980-90 年代に「改革」と「発信」を中心的に検討してきたユニオン・アイデ

ンティティ論を軸に、1980-90 年代と 2010-20 年代の組織改革において何が異なるのかを、

先進的とされる４労働組合の中心人物に対する聞き取り調査から分析している。その結果、

1980-90 年代には主に「労働組合の古臭さ」や「組合活動に内在する政治性・対抗性」を払

拭しようとしてきた労働組合が、2010-2020 年代には「組合組織の合理化・透明化」「働き

方、構成員の多様化への適応」といった形での革新を試みている点が明らかになった。 

この点は日本における社会運動組織の変容とも異なるところであり、2000-2010 年代前

後には社会運動の「見せ方」が重視されたものの、2020 年代はむしろ政治的機会に対する

即応性、機動性や組織内のダイバーシティが重要視されるようになっている。このような労

働組合と社会運動における変化が、どのような社会環境の変容に由来しているのかを検討

するのが、今後の課題であるとされる。 

 

第Ⅱ部 労働組合を取り巻く環境の大胆な転換を働きかける 

 第Ⅱ部では、労働組合の変革を促すための社会的な制度・政策の見直しや、現状の法律に

ついての再検討がなされている。 

 

５章「労働組合と政策形成 ―政労使トップによる中期的な経済社会の方向議論の場が必要

―」（市川正樹） 

 現在、個別具体的な労働制度等について、連合関係者が使用者側や公益代表とともに労働

政策審議会等で議論する慣行は確立されている。一方、政労使トップが中期的な経済社会全

般に関する政策の方向について議論する継続的な場がないことを、本章は指摘する。デフレ

からの脱却などのためには、まさにそうした場が必要であったという。 

かつては政労使等が参画して経済審議会で経済計画等が議論されていたが、民間や地方

に委ねる等の観点から省庁再編の際に廃止となった。経済財政諮問会議は短期的な個別施

策の議論も多く、適切な場ではない。新しい資本主義実現会議などのアドホックな会議体は、

個別施策の議論が中心である。かつては（厚生）労働大臣主催の産業労働懇話会が開催され

ていたが、それも今や開店休業状態となっている。 

2023 年はトップレベルでの政労使会議が開催されたが、同じくアドホックなものであり、

今後は、制度化するか、新たな会議体を設けることが望ましいことが主張される。 

 

6 章「職場の民主主義を守り続けるために ―「労働者代表制」と労働組合法の狭間を埋め
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る―」（新谷信幸） 

「雇用社会日本」において、労働組合は職場の民主主義を支える基盤である。しかし、組

織率低下が続いていることや、過半数労働組合に代わり、労使協定などを行う過半数代表者

制度の課題の多さなどを背景に、「労働者代表法制」の立法化の議論がなされている。 

集団的労使関係は労働組合が中核的に担うべきであるが、労働者代表制は、課題の多い過

半数代表者に代わって集団的な労使関係を構築し、すべての労働者の意見を民主的に集約

し、労働者の多様な利害調整を担いうる可能性を秘めている。一方、就業時間中に有給の活

動時間が容認されると、それが禁止されている労働組合との対比において、組合結成や組合

加入に対するインセンティブを低下させるとの根強い懸念が労働界にはあり、労働者代表

制の法制化に向けての機運醸成を妨げている。 

日本では就業時間中の労働組合の活動時間に対し、一定の範囲を除いて賃金を支払うこ

とは、労組法で不当労働行為として厳に禁止されているが、欧州ではこのような法規制はな

い。また、日本法と同様の規制を行ってきた韓国では、近年、一定範囲でこれを積極的に容

認する法改正が行われている。 

本章では、職場の民主主義を守り続けるために、労働者代表法制の議論を妨げている就業

時間中の組合活動に対する賃金控除について、労働者代表法制と労働組合法の狭間を埋め

る方策が提案される。 

 

７章「企業別組合の未来と労働組合法」（植村 新） 

 本章では、企業別組合が「理解・共感・参加」の輪を広げるために労働法、特に労働組合

法はどのような役割を果たしうるかを検討している。そこでは、労働組合法に内在する自主

性と民主性のジレンマを踏まえたうえで、職場全体の公正な代表であることを労働組合が

自ら選び取ることが重要であると指摘し、そのサポートとなる労働法の解釈としてどのよ

うなものが考えられるかが、論じられている。 

理論的には、今後、団結、団体交渉、団体行動を通して労働組合法の通奏低音を成し、判

例や学説を強く規定している複数組合主義を、企業別組合に求められる機能との関係で（ま

た、少数組合の機能強化との関係でも）どのように理解すべきかが問われているとの解釈が

示される。いずれにせよ、労働組合が労働法の基礎を成す以上、労働組合の未来が労働法の

あり方を、ひいては雇用社会の未来を規定するとの指摘も傾聴に値する。 

 

8 章「労働組合の未来のためにできること」（座談会） 

 本章では、長年にわたり労働組合とその活動についてすぐれた調査研究を実施してきた

研究者（仁田道夫氏、佐藤博樹氏、中村圭介氏、山川隆一氏、玄田有史）に参集いただき、

これまでの研究会ならびに検討会での議論を紹介の上、存分に議論をいただいた。 

 そこでは従業員代表制や労使協議に関する議論から、労働組合への無関心の背景、社員間

の利害調整に関する組合関与の可能性、労働組合を支える理念や思想のあり方など、多岐に
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わたる議論が展開されている。そのうえで、労働組合の未来に活路を開くための方策として、

情報の公表・公開に関する徹底（ネーミング＆シェ―ミング）、組合活動に関する法解釈の

変更と普及、組合活動についての対価の設定（公務員問題）、管理職層の組合員化の推進等、

多くの具体的な提案などもいただいている。 

 労働組合の実践に日々携わっている方に対しては、ぜひとも本章に込められた研究者の

みなさんの労働組合の活動に対する変わらぬ期待をお汲み取りいただき、参考にしていた

だければと願っている。 

 

第Ⅲ部 労働組合は変われる・変えられる ―実践からの提案 

 働き手の多様性への対応が求められる今日、今後の労働組合のリーダーは、いかに育成さ

れるべきなのか。現状の変化の兆しにヒントを求めながら、未来に向かって必要な方策が探

究される。 

 

9 章「『壁を壊す』をたどる旅 ―パートタイマー・契約社員等のユニオン・リーダー―」（村

上陽子） 

 中村圭介『「壁」を壊す』が世に出されたのが 2009 年。同書は、非正規労働者の組織化に

成功した組合の 10 の事例をもとに、壁を壊すプロセスにまとめ、今なお多くの組合関係者

に読まれている。 

同書の出版から 15 年近くが経過する中で、「壁」を壊した後はどのような状況になって

いるのか、何が「壁」となっていたのかを探るべく、当該の単組のリーダーに対するインタ

ビュー調査にもとづく考察が、本章では行われている。 

 組織化の成功以降、組合はパートタイマー等の賃金・労働条件の改善を着実に進めて

いた。パートタイマー等の組合員の組合活動への参加の面では、パートタイマー等の組

合役員が当たり前に活躍している組織もあった。そうした組合のパートタイマー等の組

合役員のリーダーとしての意識は、正社員のリーダーと変わるものではなかった。さら

に、パートタイマー等のユニオン・リーダーが「組合が重要」と認識する理由になってい

るのは、組合がパートタイマー等の組合員も含めた同じ職場で働く者全体の雇用や労働

条件、職場環境の改善に関して積み重ねてきた実績にあった。 

  正規・非正規の「壁」を壊して組織化に挑んだ組合では、さらに「パートタイマーだか

ら」「契約社員なのに」などのアンコンシャスバイアスに基づく心理的な「壁」を乗り超

えていることが報告されている。 

  

10 章「キャリアとしての組合経験 ―女性の担い手確保に向けて―」（縫部浩子） 

組合役員のなり手不足が深刻化している。その要因の一つとして、組合役員が魅力あるキ

ャリアでなくなっていることが挙げられる。そこで本章では、キャリア形成という視点から、
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組合ならではの魅力を探るとともに、組合役員を続ける上での課題を明らかにするため、組

合専従ののち職場復帰した女性役員を対象にインタビュー調査を行った内容が示される。 

その結果、視野・人脈が大きく広がったことや、ライフワークといえる活動に出会ったこ

とで、全員が「組合役員をやってよかった」と明言していた。組合経験は、人としての成長

や生きがいにつながると考えられる。 

一方、組合専従期間は、本業から完全に離れるため、職業キャリア上、一定のブランクと

なりうることも分かった。組合経験がキャリアのプラスとなるよう、職場における人事処遇

への反映、退任後を見据えたキャリア形成支援が求められる。  

また、新たな担い手を増やすためには、役員経験の魅力を伝えるとともに、活動時間の保

障、女性への丁寧なフォロー、役員退任者との連携など、誰もが参画しやすい運営方策を検

討する必要があることなども述べられる。 

 

11 章「組合に女性リーダーが必要な理由 ―フランスのクオータ制から―」（石川茉莉） 

 2019 年連合調査によると、民間の企業別組合で女性役員を選出している組合は 54.1%で

あり、女性役員比率は 12.9%にとどまっている。女性リーダーの数はさらに少ない。日本の

労働組合の未来を展望する際、女性役員・女性リーダーの数を増やし、活躍を促進していく

ことは、重要な課題である。 

 本章では、日仏の現状・制度の比較を通じて、日本における女性組合役員、女性リーダー

登用の推進につながるような法政策のあり方について検討を行う。法政策のあり方を考え

る際、クオータ制等の導入による急進的な変化を目指すのか、現状を踏まえ、合意を重視し

た漸進的な変化を目指すのかは、大きな論点の 1 つとなる。 

フランスでは、2017 年の労働法改正により、組合女性役員のクオータ制が導入された。

役員選挙において、候補者を男女同数にしなければならず、この要件を満たさなかった場合、

候補者リストが無効となり、役員選挙を実施できないという制裁規定を伴う厳格な法規制

となっている。同規制に対しては、厳格なルールの徹底により、急進的な変化がもたらされ、

組合役員の男女平等参画が強力に推進されているという評価の一方、現実に沿わない厳格

な規制による問題点や課題も指摘されている。 

対照的に日本では、フランスのような組合役員のクオータ制等の法規制は存在しない。役

員のクオータ制を導入している組合も一部にはあるものの、総じて日本の労働組合では、ク

オータ制は好まれず、現状に配慮し、合意を重視した漸進的な女性活躍推進が行われてきた。

しかしながら、その結果として、女性役員の比率は低水準にとどまり、男性正社員の組合役

員・リーダーを中心とした従来型の組合運営からの変革(特に、組合役員の長時間労働等の

問題への対応)、急速に進む組合員の多様化への対応も、漸進的なものにとどまっている。 

そこで本章では、クオータ制の導入により女性の役員経験者数を底上げすること、役員を

経験した者の中から、未来の女性リーダーが育つ土壌を作ること、組合における男女共同参

画を強力に推進することにより、男女共に持続可能な組合内部の環境を整備することの重
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要性を指摘し、日本におけるクオータ制の導入・推進を提案している。 

 

12 章「Google 労働組合の新しさ ―デジタル時代の労働組合運動―」（中村天江） 

デジタル化、グローバル化、組合員のホワイトカラー化といった変化のなかで新たに組

織された Google Japan Union（GJU）に本章では着目する。 

GJU の結成をめぐっては、世間から「外資系企業では高報酬と雇用保障はトレードオフ

であり、両方を望むことはできない」との批判がわきあがった。しかし実際は、退職勧奨

を受けた日本人はほとんど辞めており、GJU の組合員の９割以上が外国人である。なかに

は Google Japan を解雇されれば、本国に帰らなければならないケースもあった。よって世

間のイメージと組合の実態は相当異なっている。 

また、GJU の組合員はデジタルツールを使いこなしたうえで、対面コミュニケーション

を非常に重視している。なぜなら、労働組合運動における「当事者性の高さと声の大きさ

の反比例」「社会・会社・労働組合のなかにおける優位性の違い」を乗り越えるには対面

のほうが良いからだ。 

いまや日本の国内で高度専門人材によってグローバルな労働運動が展開されている。そ

の内実は労働組合運動の射程を大きく広げるものだ。GJU は伝統的な労働組合の主流と異

なる活動を行っており、労働組合の衰退要因を打開する突破口になる可能がある。本章で

は、日本の Google Japan Union を中心に、アメリカや韓国の Google の労働組合に関する

情報も収集し、労働組合運動の胎動を描き出している。 

 

第Ⅳ部 労働組合の未来はコミュニケーション変革のなかにある 

 共感・理解・参加のためには、コミュニケーションと意思決定の変革が不可欠になる。そ

の背景と方策を探る。 

 

13 章「離れた職場に連帯（つながり）を生むコミュニケーション・デザイン」（梅崎修） 

 本章では、なぜ組織化や活動の活性化は難しいのかという「問い」に迫っている。同じ雇

用区分の労働者が、一つの職場に集まって働いていれば、「相互共感」という連帯のための

基礎条件は充たされるが、労働者間の距離が広がれば、その「相互共感」をつくることは難

しくなる。そのため、組合活動の理解の前に「相互共感」の形成が必要であり、その「相互

共感」によって組合運動への参加も深まることを、本章の第一のメッセージとしている。 

さらに本章では、距離を、時間、働く空間、雇用区分、企業間という４つで定義する。こ

のような距離の拡大は、もともと確認されていたが、コロナ禍によってさらに進展した。労

働組合運動は、これまでユニオンリーダーによる 1 対 1 の対面コミュニケーションを得意

とし、組合員を集める時にも拘束性の高い「上からの動員」に依拠してきた。「組合の得意

技」が使用制限、もしくは無効化するなかで、いくつかの組合では拘束性は低いが、相互共
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感が生み出されるコミュニケーション・デザインが模索され始めている。自発性を促す仕組

みとして、レクリエーション活動を再設計すること、対面の地域とオンラインを組み合わせ

る方法などが高く評価できる。本章では、これらの試行錯誤を紹介しながら、ユニオンリー

ダーはコミュニケーションを生み出すデザイナーになるべきという主張を、第二のメッセ

ージとして提示している。 

 

14 章「労働組合が自ら掲げる理想とは？ ―組合綱領とその実践―」（中村天江） 

 労働組合は企業経営とは異なり合意主義にもとづく運動体のため、組合執行部が変革を

望んでも、内部の抵抗にあい、改革が頓挫することがしばしば起こる。そこで本章では、組

合内部の意思決定や価値判断の寄る辺となる労働組合が自ら掲げる理想が考察される。 

綱領、規約、アンケートのコメントを分析したところ、３つに共通するのは「社会的地位

の向上」という表現であり、ここに労組の真髄があった。ところがユニオン・ショップの労

働組合の中には、社会的な理想を掲げている一方で、非正規や無期雇用転換の労働者を組合

に入れていない単組が散見され、理想と実践の不一致が明らかになった。 

綱領では「民主主義」や「友愛」「連帯」などの壮大な表現が並ぶのに対し、アンケート

では「家族」や「幸せ」といった身近な言葉が目立ち、組合の組織決定と組合リーダーの等

身大の理想の粒度にもギャップがある。加えて、「空気」のような存在を目指すとする組合

もあり、良かれと掲げた理想が労働組合の存在感を下げる副作用があることも発見された。

一方で、綱領や規約は表現の同型性が高く、理想の言語化に関して単組は必ずしも自主性・

独立性を発揮していないことも明らかとなった。 

以上から、単組が自ら目指す理想と、その実現に向けた運動ができているのか、あらため

て点検し運動を見直していく必要があることが述べられる。その際、産別労組が単組に対し

て戦略的な関わりを今よりも高めていくことが望ましいことも提案されている。 

 

15 章「労働組合の求心力向上に関する分析 ―Ａ労働組合の分会に着目して―」（松岡康司） 

本章では、組織への共感、求心力を高めるために労働組合は何をすべきかについて、労組

の職場組織（分会）に着目し、検討した。そこでは（１）組合員の組織への共感が生まれる

のは、なにより職場に一番近い職場組織（分会）である、（２）労働組合と組合員の接点（職

場）組織に課題があり、課題の解決または解決可能な仕組みを、分会を中心に構築すること

が組織への共感、求心力を高める、といった仮説が示される。 

Ａ労組の組合員意識実態調査（アンケート）の分析からは、「組合員意見が反映されてい

る」組織の評価（単純集計）として、分会が企業本部、中央本部の上位組織より高いことが

明らかになった。一方「組合意見が『あまり』反映されていない」層と職場課題（ハラスメ

ント、仕事のやりがい等）のクロス集計からは、職場課題に「不満」を持つ組合員は、中央

組織や中間組織と比して分会に多いといった逆転現象もみられた。 

さらに分会長ヒアリング調査では、団体交渉をはじめとする会社対応が形骸化し、組合員
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との距離感も拡大するなか、組織見直しによる分会の大規模化・広域化が進みつつあること

も判明した。コロナ禍と在宅勤務でコミュニケーションの希薄化が一層進行し、役員の担い

手不足や役員継続の短期化によりノウハウが蓄積できない状況となっているものの、分会

長は WEB を活用したコミュニケーションには否定的であり、知識偏重の人材育成に課題が

あるとの指摘などもみられた。 

検討の結果、（１）分会機能の発揮による個々人に寄り添った職場課題の解決を地道に重

ねることによりさらに労組全体の評価を上げる可能性があること、（２）そのために、組織

人員の適正化とそれを実現するための地方単位の組織編制を見直し、上部組織からの人材

還流・支援組織の設置、参加しやすく楽しい活動への転換、WEB コミュニケーションの活

用などを通じて、分会へ労組のリソース配分を高めることが必要といった提案がなされて

いる。 

 

16 章「地域における「労働者代表機能」を超えて ―人口減少、格差が拡大する中での地方

連合会の課題―」（平川則男） 

地方連合会は、連合本部や産別本部の運動には無い、独自の役割を果たしている。特に地

域における労働者代表としての役割に加え、「生活者」「被保険者・納税者」「サービス提供

者」との役割も期待されている。 

これまでも、連合北海道などでは、地域医療の課題、障害者政策の課題に取り組んできた。

しかし近年、地域活性化を中心に運動を取り組むところが増えており、その手法も、経済界、

行政、学会、マスコミも巻き込んでの展開となっている。 

一方で、こうした地方連合会の取り組みは、単組の組合員から見て、身近な運動となって

いないという課題もある。また、地域住民にとっても連合は、組合員のことしか考えていな

いのではないかという疑念がある。 

しかし、労働力不足や格差の拡大という「地方連合会が持つ問題意識」が、具体的な「政

策提言能力(人材・知見)」を活かしつつ、地域における「職場内外のネットワーク(行政、

経済界。マスコミの関係性)」によってその問題意識を社会化している。更に「地域の問題

発見能力(推薦首長、推薦地方自治体議員)」が地方自治体の政策に影響を与え、労働組合の

代表機能+生活者の代表機能を超え、「市民としての新たな連帯を形成」(連合評価委員会)も

促している。本章では、市民としての新たな連帯が、地方連合会のみならず、地域の労働組

合にとっても、新たな活力を呼び込む可能性があることを提言している。 

 

６．労働組合の未来に向けた取り組み（提言） 

 

 労働組合への「理解・共感・参加」が求められるのは何のためか。それは労働組合の維持

存続のためではなく、労働者の未来のためである。労働組合は、あくまで労働者が主体とな
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って自主的に労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とし

て存在している。 

ここまで見てきた研究会の全体メッセージや各報告からも、労働組合の自己保全のため

の未来構想ではなく、組合員であるか否かにかかわらず、労働者（働く人 ・々働きたい人々）

の未来を少しでも明るく照らすための構想であるという視点は共通していたように思う。 

そのため、本報告書全体についても、労働組合のレスキューのための提案ではなく、労働

者の未来のために労働組合自身が何をどのように変わっていくべきか、また労働組合が何

を社会に対して働きかけていくべきかが、主に議論されてきた。その上で、未来の雇用社会

と民主主義を守り育てるには労働組合がこれからも必要であり（自分ごととしての労働組

合）、そのためにこそ、労働者の労働組合に対する理解・共感・参加が求められているとい

う考え方が重要になっている。 

 最後に、現在および将来にかけて、労働組合の活動にたずさわる人々へのメッセージを、

エールとともに送りたい。以下、〇については、各章で示された今後の労働組合の可能性な

らびに提案である。詳細については各章から改めてご確認いただければと思う。 

 

(１）労働組合活動におけるコミュニケーション（発信・伝達・共有）手段の刷

新 

 〇相互共感のための「コミュニケーション・デザイン」という手法の導入（13 章） 

〇量よりも熱、利益だけでない楽しさとしての「ファンダム」の追求（2 章） 

 〇機動的・即応的発信（手法・やり方）の柔軟な活用（4 章） 

 〇開放性・透明性の重視（「ネーミング＆シェ―ミング」等）（２章、８章） 

 〇情報技術（IT・AI）のより積極的・時間節約的な活用（12 章） 

 〇女性など担い手を増やすための取り組み（9 章、10 章） 

 〇分会機能の評価と見直し（15 章） 

 〇「無関心（わからない）」からあえて「批判」への移行（2 章） 

 〇依然として組合に残るアンコンシャスバイアスの克服（「心理的な壁」）（9 章） 

 〇同型性の高い組合の自己定義（規約・綱領等）の自主的な見直し（14 章） 

〇単組のコミュニケーション・意思決定のための産別労組による戦略的支援（14 章） 

 

(２）地域（コミュニティ）に軸足を置いた組合活動のさらなる前進 

 〇地域オルガナイザーの重要性と萌芽（1 章） 

 〇地方連合会の市民的連帯に向けた評価と拡大（16 章） 

 〇中間団体としての労働組合の役割（2 章） 
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(３）組合に期待される多様性（人材・ニーズ）への積極的対応 

 〇個々のキャリアにプラスとなる人材育成支援（10 章） 

〇組合役員経験が人事処遇上の評価に反映される仕組み（10 章） 

 〇海外の事例を踏まえた女性リーダーの登用（11 章） 

 〇異質な取組推進者への寛容と登用（12 章） 

 〇組合員の範囲変更（1 章、12 章） 

 〇組合活動のための時間的制約の解消（労働組合の働き方改革）（全体） 

 〇正規・非正規間および男女間の心理的な「壁」の解消（9 章） 

 〇組合に残る硬直的な内部（決定）構造の変革（14 章、15 章） 

 〇迅速な対応と丁寧な対応の調和に向けた取り組み（全体） 

 〇多様性と一体性の調和（全体） 

  

(４）法律・政策・制度の再検討と運用の見直しに向けた持続的な働きかけと実

現 

 〇女性登用のための法政策（11 章） 

〇時代状況を踏まえた労働に関する法解釈の再検討（6 章、7 章、8 章） 

 〇正規・非正規の制度上の「壁」の撤廃に向けた取り組み（8 章） 

 〇就業活動と組合活動に関する時間・賃金管理等の柔軟化（6 章、8 章） 

 〇中長期的かつ総合的な政策決定への組合関与の恒久的制度化（5 章） 

  

(５）組織率にとどまらない新たな目標と指針の設定と追求 

 〇複合的目標（組合利益・社会正義・地域持続・個人幸福等）の総合的追求（全体） 

 〇世界的・構造的潮流としての組織率低下への向きあい方と存在感の回復（全体） 

〇個人の成長や生きがい（キャリア形成支援）につながる組合活動の理解普及（10 章） 

 〇視野狭窄回避のための国際的視点の導入（１章、11 章、12 章） 

 〇困難克服の手がかりとしての歴史的視点の導入（１章、6 章、8 章、14 章） 
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第Ⅰ部 

最先端の研究者が迫る 

労働組合の問題点と可能性 

  

「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」に関する研究会報告のうち、最初にお

届けするのは、労使関係論、労働経済学、政治思想史、社会運動論などの分野で、現在、

日本の学界をリードする研究者による、歯に衣着せぬ率直な労働組合に関する論考であ

る。4 名の研究者ともに長年、労働組合について深い関心を持ち、今後の動向について

懸念と期待を抱いてきた人々ばかりだ。 

研究会での考察や調査を通じ、労働組合の未来のためには、組合員範囲の変更や地域

オルガナイザーの育成支援、「ファンダム」をもたらす地域コミュニティとしての再構

築、現状の「無関心（わからない）」を敢えて「期待と批判」に変えるだけの発信力の

強化、組合組織の合理化・透明化のさらなる追求が必要であることなどが、ここでは指

摘されている。 

 これらの主張や提案を、すぐさま実践に取り入れられる労働組合は、未だ少数ではあ

るだろう。しかしながら、それぞれの状況に応じて、納得できる指摘に対して、できる

ことから取り入れていく創意・工夫の開始こそが、労働組合の未来のためには欠かせな

い。 

 研究者のなかには、労働組合が社会や個人に対して果たし得る可能性について期待す

る声も多い。その具体的な声として、労働組合関係者に目をむけてほしいと願う。 

文責 玄田 有史（研究会座長） 

 

 

１章 組織拡大の現状と課題 

２章 労働組合と民主主義の未来 ―地域とファンダムの可能性― 

３章 批判されるより怖いこと 「勤労者短観調査」の 20 年の比較 

４章 労働組合は変わったほうがいい？だとすれば、どこをどうやって？   
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第Ⅱ部 

労働組合を取り巻く環境の 

大胆な転換を働きかける 

 

 労働組合が置かれている環境は、率直に言って厳しい。将来の改善の兆しもみえない。

労働組合の関係者が、どんなに懸命に努力しても、現在の状況のままでは、どうしよう

もないことすらある。 

 だとすれば大事なのは、どのような環境を変えるべきなのか、具体的な異議申し建て

をすることである。研究会報告の第Ⅱ部は、そんな環境改善に向けた提案から構成され

ている。 

 労働組合への無関心が広がっているのは、実態がどうかは別として、組合が社会や生

活を変えるだけの影響力を発揮していないと、受け止められているからである。そのた

め、働く人々のための社会的ルールづくりとその決定に、労働組合がもっと実質的に深

く関与していかなければならない。労使協調に意義があるのは、労働組合の活動が、ひ

いては企業の利益にもつながるからだ。一方で、組合活動をするだけの時間がないとい

う声も多い。そうならば、一定の約束のもと、賃金が支払われる就業時間中の組合活動

も、ある程度は許容されるべきではないか。それらを踏まえて労働法の解釈と運用も、

社会全般であらためて見直す必要がある。 

 荒唐無稽な提案に聞こえるかもしれないが、数年後には、当たり前になっている可能

性はある。あわせて労働組合を長年見つめ続けてきたベテラン研究者による座談会での

提案にも、ぜひ耳を澄ましてほしい。 

文責 玄田 有史（研究会座長） 

 

５章   労働組合と政策形成  

―政労使トップによる中期的な経済社会の方向議論の場が必要― 

６章  職場の民主主義を守り続けるために  

―「労働者代表制」と労働組合法の狭間を埋める― 

７章 企業別労働組合の未来と労働法 

８章   座談会「労働組合の未来のためにできること」  
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第Ⅲ部 

労働組合は変われる・変えられる 

―実践からの提案 

 

 第Ⅲ部は、現在の国内外の労働組合の動向に基づく報告から構成されている。現在、

多くの人々が「労働組合は何をしているか、わからない」という。だとすれば、大事な

のは、労働組合がどのようなことに悪戦苦闘し、その結果として、どのような成果を労

働者のために獲得しているかを、丁寧に伝え続けることである。 

 2000 年代以降、非正規雇用労働者の組合組織化は、実のところ、右肩上がりで上昇

してきたことは、あまり知られていない。組織化のポイントは、正規・非正規化の壁を、

制度面だけでなく、心理面でも破壊することにある。現在、多くの雇用者は、賃金や雇

用などでの良好な労働条件に加えて、自らのキャリア形成に深い関心を寄せている。組

合活動を通じて、視野や人脈が広がり、ライフワークがみつかることは、新たな成長や

生きがいを獲得する機会になるはずだ。 

 海外に目を向ければ、課題を抱えながらも、フランスでは組合女性役員のクオータ制

が導入された。多くがリーダーとして負担や責任を担うことを回避したがるのは、日本

社会の構造的課題だが、それを本気で一気に変えていくには、クオータ制のような大胆

な取り組みについての議論も避けては通れない。グーグルでの組合結成は、デジタルと

対面を有機的に組み合わせた組合活動が、現状を打破する突破口になる可能性を示唆し

ている。 

文責 玄田 有史（研究会座長） 

 

 

９章   『壁を壊す』をたどる旅  

―パートタイマー・契約社員等のユニオンリーダー― 

10 章  キャリアとしての組合経験 ―女性の担い手確保に向けて― 

11 章  組合に女性リーダーが必要な理由 ―フランスのクオータ制から― 

12 章   Google 労働組合の新しさ ―デジタル時代のグローバル労働運動― 
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第Ⅳ部 

労働組合の未来は 

コミュニケーション変革のなかにある 

 

労働組合への理解・共感・参加は、発信から理解、理解から共感、共感から関与、関

与から参加、そして参加が再び発信につながるというスパイラル構造から成り立ってい

る。だが、発信が届いていないことをきっかけに負のスパイラルが生じ、結果的に参加

を停滞させている。だとすれば、組合の未来にとって、なにより大事なことは、発信の

あり方（コミュニケーション）を見直すことである。それが本研究会の主要なメッセー

ジの一つとなっている。 

 その点に関連し、組合活動の内容理解に加えて、相互共感を重視した「コミュニケ―

ション・デザイン」に関する試行錯誤が、一部の組合で始まりつつある。労働組合の理

想は、社会的地位の向上など、ややもすると大上段なものになりがちだが、組合構成員

の視線に立ち、「家族」や「幸せ」などの個別の理想の追求を、組合独自の言葉で語り

かけることも、今は求められている。そのときには、職場で働く個々人についてもっと

よく知っている「分会」の役割も再評価に値する。地域に目を転じると、地方連合会は

地域に軸足を置いた労働者代表として一定の機能を果たしているが、今後は地域の住民

や生活者の代弁者としての活動や発信が、新たな活力を生むはずだ。 

 自分たちの発信は本当に届いているのか。届いていないとすれば、コミュニケーショ

ンにこそ、変革の可能性がある。 

文責 玄田 有史（研究会座長） 

 

 

13 章  離れた職場に連帯（つながり）を生むコミュニケーション・デザイン 

14 章  労働組合が自ら掲げる理想とは？ ―組合綱領とその実践― 

15 章  労働組合の求心力向上に関する分析 ―Ａ労組の分会に着目して― 

16 章  地域における「労働者代表機能」を超えて 

  ―人口減少、格差拡大の中での地方連合会― 


